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料資

西 ドイツビール税法 (Bbttmergesetz)

(1952年 3月 14日 編)

三  木  義

は じ め _に

最近,我が国の酒税制度に対して様々な批判がなげかけられている。その主なものとし

て,現行の各酒類に対する酒税負担率が不合理であること,酒の申身についての規制が不

十分であること,さ らには不合理な免許制度のためにドブロク造り等が今なお禁止されて
いること等をあげることができよう (詳しくは,拙稿「酒と税金」ジュリス増刊33号『日

本の税金』所収196頁以下:及びそこに引用の諸文献を参照)。  こうした現行酒税法制の

間琴点をより明らかにし,その改善策を考えるためには諸外国の酒税法制の比較研究も必

要不可決である。そこで,ま ず西ドイツのビール税法をとりあげ,同法を訳出・紹介する

ことにしたい。以下で訳出・紹介する西ドイツビール税法の注目すべき点をあらかじめ簡

単に述べておくと, つぎの点を指摘するこ―とができよう。まず, いわゆる ｀
純粋令、(9

条)に代表されるようにビールの中身についての規制が厳格であり,例外的に糖の使用を

認める場合には消費者にわかるようにそのことを明記することを法律上義務づけており

(10条),こ うした点に消費者保護の姿勢をみることができよう。また,農家における自家

醸造を認めると同時に軽減税率を適用しており (3条等),伝統的な農家での酒造りを保

護しているといえよう。さらに税率が30年間も引き上げられていない (5条,注 6)こ と

も注目されよう。

原文はビール税法制定時の1952年のものによった。(BGBl,1,S.146∬ ,。 )。 その後の改正

(但 し:資料の関係から一応1980年までとする)で重要な変更が加えられた部分や,施行

令等め紹介も必要な部分については (注)で解説を加えておいた。コンメンタール類を入

手しえていないため′誤訳も少なくないと思われるが,そ うした点は今後機会をみて補正

していきたいと考えている。

第 1章 総則

(ビール税の対象)

第1条 ビールには公課 (Abgabe)が課せられる (ビール税)。 ビール税は租税基本法
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法経研究33巻 2号 (1984年 )

(ReichabgabenOrdnung)に いう消費税 (Verbrauchsteuer)で ある。

(納税義務の成立,納税義務者)

第 2条 ω 納税義務はざ‐ルを醸造所から移1出 しもしくは醸造所内で消費することによ

って成立し,かつ, ビールの移出もしくは払い出し (Entnahme)の時点に成立する。

連邦大蔵大臣は濃色ビーノ出さarbebi`r)の 発送について |は例外を認めることができる。

121 納税義務者は自己の責任においてビールを製造し,も しくは製造させる者である。

自己の醸造所内に持ち込まれた他人のビーノンについては醸造所の所有者 (Inhaber)も

納税義務者となる。

(31 国内にビールを輸入する場合の納税義務の成立,成立時点′納税義務者については

関税法の当該規定が準用される。

(ビール税額)                ~
第 3条 (■ ビール税の税額に一醸造所内で一会計年度内に製造されたビールの量に応

じて 1ヘ クリットルあたり以下のようになる。

最初の2000hl 12.一DM    i  t 
｀ ~

つぎの8000hl              12.30DM
″ 10ooo五 1 12.601)M

i ″100oOhl        ‐     12.90DM
″ 30000hl 13.20DM
″ 30000hl 13.80DM
″ 30000hl i 14.40DM       I

それ以上 15。 一DM

10ヘ クタール以下の農業経営者 (Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe)で 一会

計年度に自己の収穫した大麦から麦芽汁濃度 (Stammwur″egehalt)2%以下のビー

ルをmヘ クリットル以下製造し,19jO年 4月 1日以前に国.羹造所を有しをぃる自家醸遷薯

(Hausbrauer)(9条 6項)については税額を40%減額する。10全 クタール以上の農業

経営者である自家醸造者については租税優遇の対象となz3年間製造限度量を15ベ クリッ

トルまで弓|き上げる。この租税優遇は営業として別のビールを提供し,も しくは提供さ

せることのない自家醸造者のみに適用される。一醸造所内で10も しくは15ヘ クリットル

以上のビールが製造されたり,自家醸造者が租税優遇の対象となるビーィンを生計をすつ

にしない者 (nicht zum Haushalt gehOrige PersOn)に 有償で提供した場合には,

当該会計年度の終了をもって租税優遇は消滅する:

121 ォ1項の秘率はフォノンビール(Vollbier)に 適用される。シャン:ク ビール(Schan,
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西 ドイツビール税法 (Biersteiergesё tの

kbier)については4分の1,ア インファッハビール (EinfachbieF)に ついては2分の

1,税率が軽減される。スタルグビ‐ル (Starkbier)については

'分

の1税率が引き

上げられる。濃色ビールはスタルクビールの最高税率に基づいて課税される。アインフ

ァッハビニルとは麦芽汁濃度2～5,%の ビニルをいう。シキンクビールとは麦芽汁濃

度 7～ 8%のビールをいう。フォルビールとは麦芽汁濃度11～14%のビールをいう。ス

タルクビールとは麦芽汁濃度欝%以上のビールをいう。

0 ある醸造所が自己の責任で醸造する多数の者によって共同で利用されている場合に

は:税額の基準となるあは当該醸造所で製造されたビールあ総量ではなく,個 人々が自

己の責任で製造したビールの量である。1909年以後建造されたこの種の醸造所はこの優

遇を受けられない。連邦大蔵大臣の規則に基づき例外を認めることができる。

T喜倉税軍軍曇靭會鳥警Fド
=ル

は同一の麦芽汁濃度,国産ビ

「

ルに対する段階税率の最

(課税対象となる量)

第 5条 醸造所内で消費されたビールの課税対象となる量の確定は連邦大蔵大臣の規則に

設真隻』:亀fC漑靭咤禁賀理省孵
D鱒'び櫛硲積

奮Tr{コ 納税義務者は,納税義務が成立し由 の翌 月々がお晶 でに組義を納付しな

けれ
!ぎ

ならない。                       (10)    '

8理念1嘉維欝Trは曇E雷繁慧貫デ
該規定が準用される。

番輩愛
警L 醸造所が従業員 (Angestelltelll und Arbeiter)に 自家消費 そHatstrunヒ )

のために提供したビールは連邦本蔵大臣の規型に基づき非課税
キ゛れ

ん,醸
造所は本規

定により非課税とされるビールを従業員以外の者に提供してはならない。

121 連邦大蔵
奄票3押

lllに 基づき租税監督 (Steueraufsicht)の 下で輸
|さ

れ るビー

ルは非課税である。

(税額の還付)

第 8条 醸造所にもどし入れられたビールもしくは他の醸造所にもち込まれたビールにつ

いては,連邦大蔵大臣の規則に基づきビニル税を還付することができる。  ・

(94) 63



法経研究33巻 2号 (1984年)

(ビール製造)

第.9冬 リ トロ発酵のビールの製準には,羅鳥Fの
規定は別として,大麦麦芽,す ップ

酵母 (Hefe),水 しか使用することができない。

121 上面発酵のビールの製造にも同一の規定を適用する。しかし,こ の場合に|は別の麦

芽の使用も,また技術的に純粋なしょ糖(Rohrzucter),てんさい糖(R■benruCkeっ ,

転化糖 (Invertzucier),で ん粉糖 ここtarkzucker)及 び上記あ糖から製造される着色

料 (Farbmittein)の 使用も認められる。

0)ビール製造に1際 して,麦芽,ホ ップリ酵母,水のみから造られた濃色ビτルの使用

は許されるが,特別な監視措置に服する。

に)麦芽 (Malz)と は人工的に発芽に利用しうる穀物のすべてをいう。

5)特別なビール及び輸出用のものであることが証明されているビールについては第 1

項,第 2項の規定を適用しないことも詐される。

俗)第 1項,第 2項の規定は自家用のためにのみビールを製造する醸造所 (自 家醸造者)

には適用されない。

{つ 発酵室内での麦芽汁のエキス分 (Extraktgehalts)の確定後の醸造者によるビー

ルヘあ水の添加もしくはビール取引業者及び飲食店主 (Wirte)に よる水の不加は禁止

される。税1関本署 (Hauptzollamt)は 必要な保全措置の下で発酵室での麦芽汁のエキ

ス分確定後のビールヘの水の添加を醸造者に許すことができる。

(81 アインファッハビール, シャンクビール,フ ォルビール,ス タルクビールの混合,

また納税義務成立後の醸造者によるビールヘの糖の添加もしくはビール取引業者及び飲

食店主に与る糖の添加は禁↓される。連邦大蔵大臣|ま烈外を認めぅ
こ|ができる。

0)上面発酵のアインファッハビールの製造のためには1939年 2月 27日編|の甘味料流通

令 (Verordnung uber Verkehr mit Su3stO■ )5条 3号に基づき甘味料を使用する

ことができる。

(ビールの流通)

第10条 lll ビールという一―単語もしくは複合語―による一下表示もしくはビ‐ルらしく

量菖:夏〔層T::皇 :量[荘:婆『:よ再】爆塚書をittEE見 38里募言Tケ♭F
酵母,水以外に糖も使用したビールは,糖の使用が消費者に認識されうるような方法で

示されている場合にしか市場に出すことはできない。甘味料を使用したビールについて

も同じであぶ:)詳細については連邦大蔵大臣が定める。

121 アインファッハビール及びシヤンクビ‐ルは消費者に認識されうる方法でそのこと

が表示されている場合にしか市場に出すことはできない。スタルクビールもし
:く
は特に

強く醸造されたビールと見せかけるその他の表示をつけて市場に出すことができるの
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西 ドイツビ‐ル税法 (Biersteuergesot2)

は,当該ビールの麦芽汁濃度が定められた1限界を下国っていない1場合だけである。 ポ`

ックビール、(3ockbier)と いう表示で市場に出すこ.と ができるのはスタルタビールの

みである|。  ・   ‐                  :
131 麦芽汁濃度が                        ′

2%以下

5。 路 を超え7%未満

8%を超え11%未満及び

製%を超え16%未満

のビ‐ルは市場に出すことができない。連邦大蔵大1臣はFIJ外を認めることができる。そ

の場合特に異なる規定がない1限り, 1番目の種類のビ■ルはアインフテジハピール|と に

て, 2番目1の種類のビールはシヤンタビテ71/.と して, 3番日の種類のビールはフォルビ

ールとして,また最後のビールはスタルタピールとして課税される。同一の税率が本規

定に反して:市
場に出された前記各種のビニルについて適用される。

(調合)・

第11条 ビール製造のためと特定されたあらゆる種類の調合 (Zulereitungem)蒸 び家庭

であむ‐ル製造 (哺eFStellung vom B‐ ier itt Haushalt)の ためと特定された醸造原

料もしくは醸造代用原料は宣伝 (attpreisen)さ れたり:市場に出|さ れたりしてはなら

ない。1糖から製造された着色料 (9条 2項)及|び濃色ビール (9条 3項)はそれらが醸

裔 1鑽 酢i3£誦 ti』蒼鼻f薔]卵 ちξ僣
「

ξ瞥惜ざ夕ξ]「Il皇』〕F』f豊

り

第 2章 監 視 規 定

:(租
税監督)   :・         ・

E麒陽凩趙餘珈  鶉隷儡明
131 醸造装1置 てBraucieigettte)が 使用されなじ`蒔もしくは使用されてはならなしヽ時
は当該装置を職権で封鎖することができる.。

141 ビ菖ルはそあ一般的性質及び通常の醸造方法に基づき飲むに適した状態になる前に

醸造所から移1出 されてはならない。連邦大蔵大1臣は例1外を認めることができる.。 連邦大

蔵大巨は醸造所から移出する際0製品を完成し1た ビデルとして課税するここを命令する

ことができる。

151.醸師 所有著の納機 賛を事業主 (色じtriRI霧eiter)が履行するのは 御端鐘沐法

(92)“



法経研究33巻 2号 (1984年 )

190条),税関本署が承認してはじめて有効となる。

(醸造所所有の報告及び共同事業経営)

第13条 12条 1項に基づき租税監督に服する事業を所有した者は所有後8日以内に税関に

報告しなければならない。

(麦芽製粉機保存義務)             1
(23)

第14条

(■ 1.1918年 4月 1日 に操業しうるように整備されてお り,1918年 10月 1日以後 1会

計年度にビール製造量が3000ヘ クリットルを超えた醸造所

2.1918年 4月 1日 以後建てられた醸造所

の所有者は,醸造所内もしくはそれと関連する場所において自己の製粉機もしくは承認

済みの自動粉砕装置 (Verwigungsvorrichtung)を 付けた麦芽圧搾機 (Malzqucts‐

chen)を保持し,自 己の醸造所内でのビール製造のためと決められている麦芽の粉砕の

ためだけに利用する義務を負う。

121 第 1項 1号にいう醸造所の所有者に対しては,納税義務あるビールの全製造量が

3000ヘ クリットルをはじめて超えた会計年度の終了後にこの義務が成立する。この限度

量を超えることが持続的ではないと見込まれる場合,も しくは場所的関係から粉砕装置

付きの製粉機のユリ付けに著しい費用がかかる場合には′税関本署はこの義務を免除し

:な ければならない。

131 第 1項にいう醸造所以外の醸造所で,自 己の醸造所内でビール製造用の麦芽を自己

の製粉機もしくは圧搾機で粉砕する醸造所の所有者は,承認済みの自動粉砕装置付きの

麦芽製粉機を備えつけねばならない。麦芽製粉機の性質もしくは場所的関係のために粉

砕装置の租税保全上の取付けが不可能もしくは著しく費用のかかる場合には,税関本署

はこの義務を免除しなければならない。

141 連邦大蔵大臣は第2項,第 3項の場合に一時的に別の緩和措置を認めることができ

る。   |                               ・

“

)第 1項から第3項までの醸造所以外の醸造所の所有者は,場所的な関係から取り付

けに著しい費用がかからず,かつ,粉砕装置付きの製粉機が連邦から無料で交付される

場合には,醸造所内に自動粉砕装置付きの麦芽製粉機を婿え付けねばならず,ま た当該

製粉機の取り付けにより生ずる費用を支払わねばならない。

6)醸造所の所有者がビール税に危害を加える罪を犯し,も しくは本法の監視規定及び

それに1関 して公布された施行規則に継続的に違反する場合には,いかなる事情があろう

とも税関本署は醸造所所有者に自動粉砕装置付きの麦芽製粉機の据え付けを義務づける

ことができる。

仔}醸造所の所有に変動があった場合には新所有者にこの議務が引きつがれ,ま た,ビ
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西 ドイツビール税法 (Biersteuergesetz)

―ル製造が後に減少したことによぅてこの義務は消滅しない。

侶)麦芽製粉機及び自動粉砕装置の据え付け場所及び配置は税関本署の認可 (Gen‐

eh“igung)に 服する。     |      . 1
(9 粉砕装置は麦芽製粉機と固く結びつけられねばならず,ま た,職権による封鎖後麦

芽が粉砕装置を通過した後容易に製粉機に到達しうるように配置されねばならない。

(共同製粉機):

第15条 税関本署は,自 動粉砕装置付きの製粉機保持義務を有する醸造所所有者多数が当

該製粉機を共同で所有もしくは利用するのを認可することができる。

(協定 Abindung)

第16条 一会計年度500ヘ クリットル未満のビールを製造し,かつ,1918年 4月 1日 以前

から操業しうるように整備されている醸造所の所有者は協定を結ぶことができる。さら

にこの者については2条 1項, 5条, 6条 1項及び 8条の規定は適用されない。協定を

結んだ醸造者にはビ‐ル製造量の記帳を義務づけることができる。ビール税は協定の場

合にはピール製造用として申告された原料の量から製造しうるビ‐ル量に関する大蔵大

臣の規則に基づき,あ らかじめ税
1関

本署によって拘束力をもって確定され ねばな らな
(25)

い。ビール税は確定後の翌々月の15日 が納期となる。

(捜索)

第17条 租税監督に服する企業の捜索は,ビール税が脱税されているかっもしくはビール

製造に際して許可されていない原料が使用されている強い容疑がある場合に許される。「

:  :                  :  :

第 3章 罰 則 規 定

(ビール製造に際しての不許可原料使用に対する罰則)

第18条 lll.故意もしくは過失により9条で認められている原料以外の原料をビール製造

に使用し,も しくは販売用の完成したビすルに添加した者は,他の法律でより重い刑が

科せられてぃない限り,当該違反につき罰金に処する。租税監督の下にある場所で認め

られていない代用原料もしくは添加原料を貯蔵していた者は,当該原料がビール製造用

以外の目的のためのものであることが証明されない限り同様に処する。

121 罰金とともに,代用原料及び添加原料,それらで造られもしくはそれらが添加され

五轟轟ム了翼翁選奥1収

の判
季
を下す「とができる。租税基奮法401条 2項,414案浪び

131 1項の違反に対しては租税基本法41厖ど 417条が同様に適用される。

(90)  67



法経研究33巻 2号 (1984年 )

に)第 1項の違反行為に対する公訴は3年で消滅時効にかかる。租税基本法 419条 2瑠

が適用される。

幅)第 1項 1段及び第 2項から第 4項までの規定は第11条に対する違反行為に適用され

ねばならない。

第
1祠六薇野

霜hf蹴鼈瀑l聰∬凛F

第20条 18条,19条の場合,刑事手続については租税基本法第 3編第 2章規定が適用され

る。

第 4章 ビール類似の飲料

第21条 {■ ビールの代用として市場に出され,も しくは飲まれることの多い飲料 (ピー

ル類似飲料)は ,第22条,第23条の規定に基づきビール税に服する。

(a 連邦大蔵大臣はビール類似飲料の範囲を詳細に定めることができる。

第22条 ビール類似飲料のビール税は同じ麦芽汁濃度のビールに対する最高税率の75%で

ある。

第23条  ビール類似飲料に対しては第2条第1項 2段,第 3条,第 4条,第 9条第1項乃

至第6項及び第 9項,第10条,第14条乃至第16条,19条及び24条は適用されない。

第 5章 終 結 規 定

第24条
)麦

芽製粉機の最初あ据え付け費用は第14条第1項 1号の醸造所の所有者 に対 し

て,自動粉砕装置の最初の取り付け費用は第14条第3項の醸造所の所有者に対して,連

邦大蔵大臣の命令により連邦から補償される。第14条第6項の場合には費用補償は行な

われない。

注

lll 濃色ビールというのはビールの色を調整するために,あ らかじめ濃いめに造られた

ビールと思われる。なお,こ の点については穂積忠彦氏から御教示いただいた。

121 2条 3項は1957年の改正で削除        .
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131 1978年 の改正で「会計年度」は「暦年」(Kalenderiahre)に 変えられているも以
下の条文においても同じ。

141 租税優遇の適用を望む「自家醸造者」は毎年4月 10日 までに税関に届け出なければ
ならないこととされている (施行令 7条 1項 )。

幅)1963年 の改正で,租税優遇の適用が否定されても,そのため不当に過酷な税負担と

なる場合には一定期間経7il後再び優遇措置を適用することが可能とされている
`6)1980年時点の改正でもビール税額は引き上げられておらず,実に30年近くも税額が

引き上げられていないことになる。

仔)4条 は1957年の改正で削除。

は)1978年 の改正でつぎの規定が末尾に加わっている。

「特別|な事情がある場合で,他の方法で正確に確定でき,租税関係に影響を与えない

ときは,申請により課税対象となる量を容器の容積で測定しないことが認められる」
0}1968年の改正で「翌月の20日 」に変えられている。

uO1 6条 2項は1957年の改正で削除。これに代って6条 aが導入され,輸入ビニルの税
率等を規定している。

① 自家消費とは醸造所内での消費だけではなく
`賃

金契約等に基づき従業員に提供さ
れる市販用のビニルも含まれる (施行令12条 1項 )。

② 但し,罰則の適用がないので,訓1示規定的なものと思われる。

側 その後の1976年の改正等で非課税となる輸出用ビールの要件がより詳細に規定され
るに至っている。

側 1968年 の改正で第 3項が加えられ,試飲用の消費や租税監督のための払い出しにつ

いても非課税とされている。            4
1, この規定が有名な ｀

純粋令、(Reinheitsgebot)で ある。この規定は西 ドイツに輸

入される.ビールについても適用されるためヨ‐ロッパ共同1体加盟国から輸出を―防害す
iる

ものとして批判されている。西 ドイツは ｀
消費者保護、を根拠にその正当性を主張

しているが,ヨ ーロッパ共同体コミッションは1982年 2月 に,消費者保護はラベルの

表示で配慮すればよいのであって,輸入ビールにまで純粋令を適用するのは「ある加

盟国で合法1的 に流通しているものは他の加盟国でも流通しうる」という原則に反する
との見解を示し,輸入ビールにまで純粋令を適用するのを改め るよ う求 めて い る

(Vき1.,Der Betrieb 1982,S.944)。

161 その後の改正で注目されるのは,1968年の改正でホ,プの代 りにポ ップの粉末

(Hopfenpulver):他 の方法でホップを細
|か

く砕いたもの:ホ ップのエキス (Hop‐
fёnausを uge)の使用が認められたこと (現行法では9条 5項)と ,健康上支障がな

く技術的に不可避な浄化剤 (klarmitlel)の 使用が認められたこと (現行法 9条 6

項)である。

m 1963年の改正でこの後につぎの規定が加えられている。   …

「連邦大蔵大臣はそれによぅて価値ある経済財の壊滅が回避され:かつ,他の製造
・
者の被害が見込まれないときには,個別1的 |に 例1外を認めるこ`と ができる」

181「甘味料を使用したビールについても同じである」の部分は1980年の改正で肖l除。
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191 その後1968年の改正でホップ製品 (注16参照)の使用が認められたことに対応して,

ホップ製品を市場に出す場合には食料流通についての監督官庁の許可を要す ること

(2項),ま たホップ製品を市場に出す場合の容器にはホップの種類等を明記すること

(3項)を定めた規定が加えられている。 |

0 西 ドイツは消費税の管轄権は関税とともに税関本署 (HauptZ01lamt)が 有してい

る (現行租税基本法40条参照)。

第 2項は1957年の改正で削除。

1976年 の改正で削除。

1957年 の改正で削除。              '
1957年 の改正で削除。

1968年の改正で500ヘ クリットルが 1000ヘ クリットルに引き上げられ,ま た納期も

翌月の20日 に変られたほか,後段部分が 2項として独立し,ビール醸造原料とビール

製造量との比率 (Ausbeutesatze)が ぁらかじめ確定され,その比率に基づいてビτ

ル製造量が決められ,そ こから自家消費分が控除されることとされた。

ω 1967年の改正で廃止。

0 当時の租税基本法 401条 2項はつぎのとおり。

「製品又は商品の没収を実行することができない場合には,その物の価格の納付を,

その価格を調査することができない場合には10万DM以下の金額の支払を宣告すがき

ものとする。」(中川一郎「ライヒ租税法・邦訳」税法学23号参照。なお,以下の租税

基本法の邦訳も原則としてこれにしたがう)。

981 第414条 (没収)「没収の刑が規定されている場合には,その物件が誰に帰属する

か′及び特定人に対し刑罰手続が開始されているかを問わず,没収を宣告することが

できる。J

09 第415条 (没収の効力)「没収が宣告されるときは,その没収物件に対す る所有権

は,宣告の既判力と共にライヒに移転する。第二者の権利は消滅する。宣告の既判力

発生後生ずる権利の取得に対しては,無権利者より権利を得る (herleiten)者 のた

めの民法の規定を適用する。」

帥 第416条 (有罪者との併存的費任)「(■第102条ないし第107条にいわゆる代理人,管

理人又は受任者がその義務の遂行にあたり租税犯を犯すときは,本人はこれらの者が

処せられる罰金刑に対し,ユつこれらの者に課せられる刑罰手続及び刑罰執行の費用

に対し責任を負う。この規定は後見および財産管理の場合には適用されない。

121被傭者又はその他雇われている者(im Dienste oder Lohne stehende Persone)

並びに家族および世帯員が雇主又は世帯主のために管理している義務の実施に際し租

税犯を犯す場合における雇主又は世帯主の責任についても同じである。但し,雇主又

は世帯主もしくは外部に対し彼等を代理する権限を有する者が知らぬ間に租税犯が行

われたこと,且つこれらの者が被傭者の選任又は監督,も しくは家族又は世帯員の監

督につき必要な注意をなしたことが確証されたときは,前段の責任は生じない。

131 第1項および前項に規定する責任は,有罪者 (Sohuldige)又 は責任者 (Haf‐

tende)が受けた刑罰の宣告が既判力を生ずる前に死亡するときは消滅する。J
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帥 第417条 (責任者に対する請求)

「(■ 有罪者と共に罰金刑および費用につき責任を負う者 (第416条)に対しては,当
該罰金および費用が有罪者の動産から徴収できない場合に請求をなすことができる。

121 罰金刑に対し責任を有する者に請求することなく,有罪者に対 し代償 自由刑

(Ersatzfreiheitsstraf)の全部又は一部を執行することができる。」

ω 第419条 CII効)第 2項

「審理の1開始および処罰決定の言渡は,これらの相手方に対する時効を申,断する。」

0 第413条 (租税秩序犯)

「(■ 下に掲げる者|は租税秩序犯を犯したものとする。

1 他の租税犯の構成要件をみたすことなく,納税義務者として又は納税義務者の事

件の管理にあたり税法もしくは課税手続においてなされる処分で処罰規定を包含す

るものに故意又は過失により違反した者

2 他の処罰されるべき行為の構成要件をみたすことなく,商品の輸入,輸出又は通

過を禁止する法律,又はかかる法律の施行のために発せられた処分で処罰規定を包

含するものに故意又は過失により違反した者

3 第107条 a又は第164条 aに故意又は過失により違反した者

121 当該違反者は10万DM以下の罰金に処せられる。

0)秩序規定 (Sol170rSChrift)の 違反は罰せられない。納期の徒過は,それだけで

は罰せられない。J

O 第419条 (時効)

RJ 租税犯の刑事訴追は5年の時効にかかり,租税秩序犯の場合には,一年の時効
にかかる。

121(注)32参照。

131 手形税に関する租税犯にあっては,手形が満期となった年の翌年から時効は進行
する。」

0 1963年の改正で肖J除。なお,1957年の改正で24条の後に25条が加えられ,連邦大蔵

大臣の規則制定権限が定められている。
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